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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
五
十
三
号

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三

号
）
第
一
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
有
者
の
探
索
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
を
有
す
る
土
地
及
び
当
該
土
地
に
係

る
土
地
所
有
者
確
知
必
要
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

所
有
者
の
探
索
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
を
有
す
る
土
地
及
び
当
該
土
地
に
係
る
土
地
所
有
者
確
知
必
要
情
報
を

保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
を
定
め
る
告
示

（
所
有
者
の
探
索
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
を
有
す
る
土
地
）

第
一
条

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
九
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
土
地
は
、
所
有
権
の
登
記
が
な
い
土
地
で
あ
っ
て
、
登
記
記
録
の
表
題
部

の
所
有
者
欄
に
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

（
土
地
所
有
者
確
知
必
要
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
）

第
二
条

規
則
第
一
条
第
九
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

閉
鎖
登
記
簿
又
は
土
地
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
登
記
所
の
登
記
官

二

当
該
土
地
が
登
記
記
録
の
表
題
部
の
所
有
者
欄
に
市
町
村
内
の
町
若
し
く
は
字
そ
の
他
の
区
域
の
名
称
の
み
が
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記
録
さ
れ
て
い
る
土
地
又
は
登
記
記
録
の
表
題
部
の
所
有
者
欄
に
所
有
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
旨
が
記
録
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
、
所
有
者
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
土
地
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
の
長

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


